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発 表 資 料                            令和８年６月 

発 表 資 料                            東京国税 局 
 

 

 

 

 

査察制度は、悪質な脱税者に対して刑事責任を追及し、その一罰百戒の効果を通じて、

適正・公平な課税の実現と申告納税制度の維持に資することを目的としています。 

国税査察官は、経済取引の複雑化、広域化、グローバル化、デジタル化の進展など、

経済社会情勢の変化に的確に対応し、幅広い業種業態の悪質な脱税者に対して厳正な調

査を実施しています。 
 

１ 査察調査の概要  
 
 

【令和７年度の査察事績】 

○ 検察庁に告発した件数は19件、脱税総額（告発分）は20億円 

悪質な脱税者に対して厳正な査察調査を実施し、19件を検察庁に告発しました。 

告発した査察事案に係る脱税総額は20億円であり、１件当たりの脱税額は104百

万円でした。告発率は61.3％となりました。 

 

○ 海外取引を利用した不正行為を行う事案のほか、ソーシャルメディアで事業活動

を行う事業者など幅広い業種業態の事案を告発 

・   日用品等の輸入販売会社が、海外の不正加担者と通謀して海外法人に対する架空

の輸入仕入れを計上し、法人税を免れた事案 

・    美容系インフルエンサーの活動を通じて広告代理を行う会社が、不正加担者と通

謀して、取引事実のない架空の業務委託費を計上することにより、法人税及び消

費税を免れた事案 

・    コンピュータシステム等の開発を行う会社が、多数の外国人名義を利用して架空

の外注費及び給料手当を計上することにより、法人税及び消費税を免れた事案 

 

【令和７年度中の判決状況】 

○ 一審判決23件全てに有罪判決が言い渡され、３人に対して実刑判決 

実刑判決のうち、査察事件単独で最も重いものは懲役６年、他の犯罪と併合され

たものは懲役３年６月でした。 

令 和 ７ 年 度  査 察 の 概 要 
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２ 令和７年度の査察事績  

令和７年度においては、査察制度の目的に鑑み、海外取引を利用した不正行為事案のほ

か、ソーシャルメディアで事業活動を行う事業者など幅広い業種業態の事案を告発しまし

た。 

 

⑴ 海外取引を利用した不正行為事案などを告発 

経済社会の広域化、グローバル化の進展に伴い、国境を越える取引が恒常的に行われ、

資産の保有、運用の形態も複雑・多様化している中、海外取引を利用した不正行為や、多

数の外国人名義を利用した事案など巧妙な不正行為を行う事案に対しては、租税条約等

に基づく外国税務当局等との情報交換制度を活用するなど、的確な調査を実施して告発

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 時流に即した事案などの社会的波及効果が高いと見込まれる事案を告発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トピック１  海外法人を利用した国際的な事案を告発 

 海外法人を利用し、架空の輸入仕入れを計上していた法人税ほ脱事案を告発しました。 

【事例】 

 Ａ社は、日用品等の輸入販売を営むものですが、海外の不正加担者と通謀して、海外法人に対

する内容虚偽の契約書や請求書を作成させた上、架空の輸入仕入れを計上する方法等により、法

人税を免れたとして告発しました。 

 

Ａ社

架空輸入仕入

税務署
海外

法人
虚偽の申告書

虚偽の請求書

トピック２  ソーシャルメディアで事業活動を行う会社の法人税及び消費税事案を告発 

架空の業務委託費を計上していた法人税及び消費税のほ脱事案を告発しました。 

【事例】 

Ｂ社は、美容系インフルエンサーの活動を通じて広告代理を営むものですが、不正加担者と通

謀して内容虚偽の請求書を作成させた上、架空の業務委託費を計上する方法により、法人税及び

消費税を免れたとして告発しました。 

 

 

不正

加担者

架空業務委託費

B社 税務署虚偽の申告書

虚偽の請求書
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３ 重点事案への取組  

令和７年度においても、引き続き、消費税事案、無申告事案、国際事案をはじめと

して、社会的波及効果が高いと見込まれる事案を重点事案として積極的に取り組みま

した。 

 

⑴  消費税事案 

 

（注）告発件数は、消費税不正受還付事案を含む。 

 

（参考）消費税不正受還付事案の件数及び不正受還付額 

（注）１ 告発件数は、ほ脱犯との併合事案を含む。 

２ 不正受還付額は、加算税を除き、未遂の還付額を含む。 

 

⑵  無申告事案 

 

年度 
令和 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

告発件数 
内３   件 

４ 

内３   件 

４ 

内７   件 

９ 

内３   件 

３ 

内２   件 

２ 

（注）１ 告発件数欄の内書は、単純無申告ほ脱事案の件数である。 

２ 無申告事案には、偽りその他不正の行為を伴う無申告ほ脱犯のほか、不正行為を

伴わず、故意に申告書を提出しないで税を免れる単純無申告ほ脱犯の犯罪類型があ

る。 

 

⑶  国際事案 
 

年度 
令和 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

告発件数 
件 

７ 

  件 

９ 

  件 

１３ 

  件 

１０ 

  件 

３ 

 

  

年度 
令和 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

告 発 件 数 
  件 

７ 

 件 

１４ 

   件 

１１ 

   件 

１３ 

   件 

５ 

年度 
令和 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

告 発 件 数 
  件 

３ 

   件 

９ 

   件 

７ 

   件 

１０ 

   件 

２ 

不正受還付額 
百万円 

２４２ 

百万円 

７６８ 

百万円 

１６７ 

百万円 

２２５ 

百万円 

１５ 
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４ 不正資金の留保・費消状況及び隠匿場所  

脱税によって得た不正資金の多くは、現金や預貯金として留保されていましたが、

脱税者が数千万円規模の資金を費消していた事例もみられました。 

その使途としては、 

○ 不動産の購入 

○ 高級車両やブランド品の購入 

○ 有価証券等への投資 

○ スマホゲームへの課金 

○ 競馬や海外カジノ等のギャンブル 

○ 親族等への生活援助 

などがみられました。 

また、脱税によって得た不正資金の隠匿場所は様々でしたが、 

○ 代表者妻名義の貸金庫内 

〇 室内収納に隠された金庫 

に現金を隠していた事例のほか、不正に利用した預金通帳などを 

○ クローゼット内の紙袋 

に隠していた事例などがありました。 

 

５ 査察事件の一審判決の状況  

令和７年度中の一審判決は23件であり、全てに有罪判決が言い渡され、そのうち３

人に実刑判決が出されました。 

なお、実刑判決のうち最も重いものは、査察事件単独で懲役６年、他の犯罪と併合

されたもので懲役３年６月でした。 

【一審判決の概要】 

○ 複数の納税義務者と共謀し、自身が主宰する法人に対する架空経費を計上するな

どの方法により所得を秘匿し、多額の法人税及び所得税等を免れた脱税指南グルー

プの首謀者に懲役６年の実刑判決が言い渡された。 

○ 旅館業を営む法人が工事施工会社に過大な工事見積書を作成させるなどした上

で、同法人において水増し課税仕入れを計上する方法により、消費税及び地方消費

税の還付を不正に受けようとした事案の脱税者に懲役３年６月の実刑判決が言い

渡された（詐欺との併合罪）。 
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６ 参考計表  

 ⑴ 着手・処理・告発件数、告発率の状況 
 

年度 
項目 

令和 
３ 

 
４ 

 
５ 

 
６ 

 
７ 

着 手 件 数 

件 

３６ 

件 

５１ 

件 

５４ 

件 

４９ 

件 

３６ 

処 理 件 数 ( A )
 

２７ 
 

５１ 
 

５８ 
 

５１ 
 

３１ 

 

告発件数 ( B )
 

２１ 
 

４１ 
 

４１ 
 

３４ 
 

１９ 

告発率 (B/A) 

％ 

７７．８ 

％ 

８０．４ 

％ 

７０．７ 

％ 

６６．７ 

％ 

６１．３ 

 

⑵ 脱税額の状況 
 

年度 
項目 

令和 
３ 

 
４ 

 
５ 

 
６ 

 
７ 

脱 
 
税 
 
額 

総   額 
百万円 

２，６３６ 

百万円 

５，６１３ 

百万円 

４，６７７ 

百万円 

４，０３８ 

百万円 

２，６１４ 

同 上 １ 件 
当 た り ９８ １１０ ８１ ７９ ８４ 

告  発  分 ２，４１９ ４，８５７ ３，７１６ ３，０９７ １，９７９ 

同 上 １ 件 
当 た り １１５ １１８ ９１ ９１ １０４ 

（注）脱税額には加算税額を含む。 
  

⑶ 税目別告発事案の推移 

  イ 税目別の告発件数 
 

年度 
区分 

令和 
３ 

 
４ 

 
５ 

 
６ 

 
７ 

所 得 税 
件 

２ 

件 

５ 

件 

２ 

件 

５ 

件 

２ 

法 人 税 １２ ２１ ２８ １５ １２ 

相 続 税 ０ ０ ０ １ ０ 

消 費 税 
内３ 

７ 
内９ 

１４ 
内７ 

１１ 
内１０ 

１３ 
内２ 

５ 

源泉所得税 ０ １ ０ ０ ０ 

合   計 ２１ ４１ ４１ ３４ １９ 

（注）消費税の内書は消費税不正受還付事案（ほ脱犯との併合事案を含む）の告発件数である。 

  



 
- 6 - 

ロ 税目別の脱税額 
 

年度 
区分 

令和 
３ 

 
４ 

 
５ 

 
６ 

 
７ 

所 得 税 

百万円 

１４４ 

百万円 

８６０ 

百万円 

２７０ 

百万円 

８６４ 

百万円 

１４１ 

法 人 税 １，６５５ ２，４６９ ２，７２９ １，５６４ １，５４２ 

相 続 税 ０ ０ ０ ２１８ ０ 

消 費 税 ６２０ １，５０６ ７１７ ４５１ ２９６ 

源泉所得税 ０ ２２ ０ ０ ０ 

合   計 ２，４１９ ４，８５７ ３，７１６ ３，０９７ １，９７９ 

（注）脱税額には加算税額を含む。 
 

⑷  告発の多かった業種 
 

 

 

 

 

 

 

 

（注）同一の納税者が複数の税目で告発されている場合は１者としてカウントしている。 
  

⑸ 査察事件の一審判決の状況 
 

項目 
年度 

① 
判 決 
件 数 

② 
有 罪 
件 数 

 
有 罪 率 
(②／①) 

 
実刑判決 
人 数 

③ 
１件当たり

犯 則 税 額 

④ 
１人当たり

懲 役 月 数 

⑤ 
１人(社)当

たり罰金額 

令和 
５ 

 

内 ０ 

２５ 

内 ０ 

２５ 100.0 

内 ０ 

３ ７１ １５．６ １６ 

 
６ 

 

内 ９ 

４２ 

内 ９ 

４２ 100.0 

内 ４ 

５ ７７ １５．８ １６ 

７ 

 

内 ４ 

２３ 

 

内 ４ 

２３ 100.0 

内 １ 

３ ６１ １９．５ ２２ 

 
（注）１ 表中の内書は他の犯罪との併合事件を示している。 

２ ③～⑤は他の犯罪との併合事件を除いてカウントしている。 

 

令和５ ６ ７ 

業    種 者数 業    種 者数 業    種 者数 

不 動 産 業 ９ 不 動 産 業 １０ 建 設 業 ３ 

建 設 業 ５ ソ フ ト 産 業 ２ 不 動 産 業 ３ 

小 売 業 ３ 小 売 業 ２ その他のサービス業 ３ 

商 品 ・ 株 式 取 引 ３ 建 設 業 ２ ソ フ ト ウ ェ ア 業 ２ 


